
６ 森林整備事業・治山事業（公共）
【１８０，００９（１８１，８５６）百万円】

（平成27年度補正予算 ２２，０１０百万円）

対策のポイント
・施業の集約化を図り、間伐、路網整備等を推進するほか、森林吸収量の確

保に向けた条件不利地等における間伐や森林整備の低コスト化を推進します。

・自然災害に対する山地防災力の強化に向けた事前防災・減災対策等の総合

的な治山対策を推進します。

＜背景／課題＞

・我が国の豊富な森林資源を循環利用し、安定的な木材の供給体制の構築に資するとと

もに、地球温暖化防止対策としての森林吸収量3.5％の確保に向け、施業の集約化を

図り、間伐、路網の整備等を推進する必要があります。

・集中豪雨・地震等による激甚な山地災害やシカ、病害虫等による森林被害が各地で頻

発しており、国民の生命・財産を守るための治山対策等を推進する必要があります。

政策目標
○森林吸収量の算入上限値3.5％（平成２年度比）の確保に向けた間伐の実施

（平成25年度から平成32年度までの８年間の年平均：52万ヘクタール）

○周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の増加

（5.5万集落（平成25年度）→5.8万集落（平成30年度））

＜主な内容＞

１．森林整備事業 １２０，２８６（１２０，２８６）百万円

（平成27年度補正予算 １７，０６６百万円）
（１）施業の集約化を図り、間伐やこれと一体となった路網の整備、主伐後の再造林等

を推進します。その際、列状間伐等による効率的な間伐や伐採と造林の一貫作業シ

ステムの導入を通じた森林整備の低コスト化により、面的な森林整備を推進すると

ともに、林業専用道の防災機能の強化を推進します。

森林環境保全直接支援事業 ２３，８２０（２３，６００）百万円

林業専用道整備対策 １０，７３１（１０，７３１）百万円

国費率：10／10、１／２、３／10等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、森林所有者等

（２）奥地水源林等であって、所有者の自助努力によっては適正な整備ができない森林

において公的主体による間伐等の森林整備を推進するとともに、鳥獣被害対策を推

進します。

環境林整備事業 ２，６４３（ ２，７２６）百万円

水源林造成事業 ２４，８４５（２４，８７０）百万円

国費率：10／10、３／10等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、国立研究開発法人 森林総合研究所等
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２．治山事業 ５９，７２３（６１，５７０）百万円

（平成27年度補正予算 ４，９４４百万円）
（１）集中豪雨・地震等に起因する激甚な山地災害の発生リスクの増大を踏まえ、事前

防災・減災のため、荒廃山地の復旧整備や水土保全機能が低下した森林の整備に加

え、予防治山対策を強化します。

緊急予防治山事業（新規） ２，５００（ － ）百万円

復旧治山事業 ２１，０７４（２２，６４８）百万円

水源地域等保安林整備事業 ８，０４６（ ８，６３０）百万円

国費率：10／10、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）高齢世帯率の高い中山間地域における治山等激甚災害対策特別緊急事業の対象区

域の拡大など大規模災害からの早期復旧を推進します。

治山等激甚災害対策特別緊急事業 ７１６（ ２，３７０）百万円

民有林直轄治山事業 １１，０６５（１１，４０３）百万円

国費率：10／10、２／３、5.5／10等

事業実施主体：国、都道府県

（３）火山噴火後の山地災害の未然防止のため、降灰状況等の調査や火山泥流等の流下

を防ぐ緊急的な対策を、治山施設の設置や防災林の整備等と一体的に実施します。

復旧治山事業（再掲） ２１，０７４（２２，６４８）百万円

防災林造成事業 ２，７２０（ ２，７７２）百万円

国費率：10／10、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課 （０３－６７４４－２３０３）

２の事業 林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０８）



平成２８年度予算概算決定の内容 現状と課題 成果 

緑の国土強靭化 
の実現 

地球温暖化 
防止への貢献 

林業の成長 
産業化の実現 

国土強靱化への対応 

森林吸収源の確保 

森林資源の循環利用の推進 

○ 人工林資源が本格的に利用
期を迎える 

施業の集約化、路網整備による
生産基盤の強化が必要 

○  資源の循環利用の推進によ
り林業を成長産業として確立 

震災復興対策 

○ 東日本大震災による被害 

森林整備事業 

～地球温暖化防止など多面的機能発揮に向けた森林整備の推進～ 

崩壊地等の復旧整備に加え、
事前防災・減災の観点からの対
策の強化が急務 

○  集中豪雨や地震等による激
甚な災害が各地で発生 

震災からの 
復興再生 

海岸防災林の復旧・再生、放射能
汚染への対応が必要 

治山事業 

復旧・復興事業（森林整備・治山） 

・ 海岸防災林の復旧・再生を推進するとともに、放射性物質の影響により整備が進みがたい人工林等に
おいて、公的主体による間伐等を引き続き推進。 

森林の多面的機能の発揮を図りつつ資源の循環利用を通じて林業を成長産業として確立していくため、
施業の集約化や路網整備により生産基盤を強化し、間伐等の森林整備を推進。 
・ 列状間伐や森林作業道の継続利用による効率的な間伐の推進。 
・ 伐採と造林の一貫作業システムの導入による森林整備の低コスト化を推進。 
・ 林業専用道について、局部的構造の改良等の実施により防災機能の強化を推進。 

年平均52万haの間伐等の森林吸
収源対策の着実な推進が必要 

○ 第２約束期間における森林吸
収量3.5％（90年度比）を目指す 

○ 2020年度以降の枠組みに向
けた約束草案においても、森林
吸収源対策による吸収量2.0％
（13年度比）と位置付け 

農山漁村地域整備交付金事業 
・ 事前防災・減災対策の重点化に必要となる山地災害危険地区の調査を推進。 
・ 地すべり防止施設における長寿命化対策を推進。 

平成２８年度の林野公共事業 

～事前防災・減災対策の推進～ 

○ 集中豪雨や南海トラフ巨大地
震、火山噴火等による大規模
災害に備えた国土の強靱化が
課題 

 地球温暖化を防止するとともに、豊富な森林資源を循環利用するための間伐等の森林施
業や路網の整備等の着実な実施等により林業の成長産業化を実現。 
 近年の集中豪雨等による山地災害の発生や地球温暖化による山地災害発生リスクの上昇
予測等を踏まえた事前防災・減災対策を推進。 

近年の集中豪雨等による山地災害の発生や、地球温暖化の影響等により山地災害発生リスクが一層
高まると予測されていることを踏まえ、地域の安全・安心を確保するための事前防災・減災対策を推進。 

・ 集中豪雨等による山地災害の発生が懸念される山地災害危険地区において、緊急的・重点的に予防
治山対策を推進。 

・ 高齢世帯率の高い中山間地域における治山等激甚災害対策特別緊急事業の要件緩和による対象区
域の拡大。 

・ 火山噴火に伴う火山泥流等から集落の保全を図るための降灰状況等の調査、既存治山施設の排土、
土石流センサーの設置等を、治山施設の整備等と一体的に推進。 


